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研究成果の概要（和文）：　本研究の目的は、生殖補助医療が利用された場合の法的親子関係を明らかにすることであ
る（第三者提供精子による人工授精や代理懐胎の場合など）。
　まず、自然生殖の場合や養子制度における法的親子関係の成否に関するルールの検討を通じて、生物学上の親子関係
や社会的親子関係の意義、認知制度の意義、子の利益など、法的親子関係を構成する原理・要素の検討を行った。この
検討をもとに、第三者提供精子や代理懐胎が用いられた場合の法的親子関係の定立に関する解釈論や立法論を考察する
とともに、法的効果論も含めた親子関係法全体の見直しの必要性があることを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：　The purpose of this research project is to make clear the issue of legal 
paternity (fatherhood/motherhood) in cases of medically-assisted procreation (insemination with donated 
sperm, surrogacy etc.).
　By analysis of the legal rules for establishing and challenging parenthood by natural procreation and 
adoption, this research clarifies the elements of paternity; biological and social concepts of parentage, 
the significance of acknowledgement, and the interest of the child. On the basis of this analysis, I have 
considered the interpretation and legislation of the parentage in cases of medically-assisted 
procreation, to promote the consideration of the necessity of revising the legal framework for the 
requirements and effects of legal parenthood.
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１．研究開始当初の背景 
 医学の発展に伴い、第三者提供の精子によ
る人工受精や代理懐胎などの生殖補助医療
を利用した子の懐胎・出産が行われている。
こうした生殖補助医療が用いられた場合に、
法的親子関係がどう定まるか、また定められ
るべきか、ということが問題になる。生殖補
助医療が利用された場合の法的親子関係の
定立に関するルールは、諸外国では立法整備
がなされているのに対して、日本では、多数
の議論の蓄積があるものの、立法には至って
いない。これは、生殖補助医療の利用につい
て、可否や条件を定める行為規制ルールが整
備されていないという理由に加えて、法的親
子関係の一般理論そのものが必ずしも明ら
かではないということによる。 
 
２．研究の目的 
（１）法的親子関係の成否に関する一般理論
の解明 
 本研究では、生殖補助医療が利用された場
合の法的親子関係を検討するにあたって、ま
ず、自然生殖の場合を念頭において法的親子
関係の成否に関する一般理論を明らかにす
る。とくに、生殖補助医療により出生した子
の法的親子関係の場合にも問題となりうる
法的親子関係の確定づける諸要素として、親
子関係の基礎づけとしての「生物学上・遺伝
学上の親子関係」、「意思」、ならびに「子の
利益」に着目して、これらの意義と位置付け
を整理し、検討する。 
（２）生殖補助医療を利用しいた場合への応
用・発展的研究 
（１）の一般理論をベースに、行為規制ルー
ルのあり方をふまえながら、第三者提供精子
を用いた人工受精(AID)場合における法的父
子関係や代理懐胎が用いられた場合の法的
母子関係の定立について、具体的な解釈論・
立法論を提起することを目的とする。 
（３）法的親子関係の全体構造の見直し 
 さらに、（２）の生殖補助医療問題の検討
を通じて、法的親子関係の成否に関する一般
理論の再検討を行い、法的親子関係の構成枠
組み全体を解明することを目指す。 
 
３．研究の方法 
（１）比較法研究 
 本研究では、ドイツ法を中心として、また
適宜フランス法も参照しながら、親子関係法
に関する比較法研究を行った。対象としては、
実親子関係の成否に関する諸制度（嫡出推
定・認知制度）、養子制度を扱った。また、
生殖補助医療が利用された法的親子関係に
関する判例・学説を中心に検討・分析を行っ
た。 
（２）日本法の検討・分析 
 日本法においても、法的親子関係の構成に
関する原理・諸要素に関する検討を行った。
とくに、研究期間中に、実親子関係に関する
重要な最高裁判例が出されたことから、これ

ら最高裁判例の検討・分析を重点的に行った。
この判例分析を通じて、従来の学説・判例を
再検討するとともに、現行法の課題を提示し
た。さらに、生殖補助医療にかかる従来の議
論を整理しなおすとともに、比較法研究等で
得られた知見を手がかりにして、解釈論・立
法論的観点から考察を行った。 
 
４．研究成果 
本研究では、法的親子関係の一般法理及び

生殖補助医療が利用された場合の法的親子
関係について、とくに問題となる法的親子関
係を構成する原理や諸要素に焦点をおいて
研究を進めた結果、以下のような研究成果を
得た。 
 
（１）親子関係の基礎づけとしての「生物学
的・遺伝的親子関係」の意義 
① 生物学的・遺伝的親子関係の意義 
 実親子関係は、生物学的・遺伝的親子関係
を基礎に確定され得る。そこで、法的親子関
係が生物学的親子関係を一致させるべきと
いう要請（血縁主義）をどこまで貫徹させる
べきか、ということが問題となる。もっとも、
日本法における従来の学説の整理によれば、
必ずしも十分に説明されていないことが明
らかとなった。 
 これに対して、ドイツ親子関係法にかかる
近時の改正によれば、血縁主義の要請が、当
事者の利益・権利として考慮されていると言
える。すなわち、法的親子関係の当事者に、
生物学上の親子関係と一致する法定親子関
係を定立させる利益・権利を認め、その利
益・権利に基づいて、法的親子関係を争う権
利が認められるようになったということで
ある。さらに、その利益・権利の内容として
は、次のような具体的内容が考慮されている。
第一は、子や当事者の自己の出自を知る権利
である（BVerfG v.1989.1.31, BVerfGE 79, 
256 参照）。第二は、生物学上の父の、子を養
育する権利(BVerfG v. 2003.4.9, BVerfGE 
108, 82 参照)である。こうした考慮をふまえ
て、ドイツの親子関係法では、子の否認権の
拡大（1998 年、BGB 旧 1596 条）及び生物学
上の父の否認権の導入（2004 年、BGB1600 条
1項2号）といった立法改正が行われている。
このように、血縁主義の要請を当事者の権
利・利益として構成することは、日本法にと
って大きな示唆を与えるものである。 
また、後者の生物学上の父の否認権につい

ては、法律上の父と子の間に社会的親子関係
が存在する場合には、その行使は認められな
いものと規定されている（BGB1600 条 2項・4
項）。すなわち、血縁主義にかかる当事者の
利益・権利のみを優先的に考慮するのではな
く、社会的家族や親子関係を保持する必要性
を、子やそのほかの家族構成の利益が考慮さ
れている。このような観点は、生殖補助医療
が利用された場合における法的親子関係の
成否の場面においても重要な意味を持つと



考えられる。 
 
② 母子関係における問題 
 代理懐胎を用いた場合には、懐胎・分娩上
の母と、卵子が由来する母が分離することが
ある（いわゆる surrogate mother）。このよ
うな場合には、懐胎・分娩を行った生物学上
と遺伝上の母のいずれが法律上の母となり
得るか、ということが問題となる。この問題
について、ドイツ法では、1998 年に、分娩上
の母が法律上の母となると規定された
（BGB1591 条）。従来のドイツ法の議論では、
とくに、懐胎・分娩に基づく生物学上の母子
関係の意義が問題とされた。そこでは、法的
親子関係を確定する際に、法益安定性・明確
性の観点から、分娩という明確な基準により、
母親を確保できることが重要であると考え
られていた。また、懐胎・分娩により法的母
子関係が基礎づけられることについては、懐
胎・分娩により、生物学的のみならず、精神
的・社会的に親子関係が育まれ得ることが、
子の養育にとって重要であるという見解や、
まさに社会的親子関係そのものを尊重する
べきであるとする見解が主張されていた。こ
のように、ドイツ法では、懐胎・分娩に基づ
く母子関係に対して、法的母子関係の確定に
おける積極的な意義づけが試みられていた。
このような議論は日本では十分に行われて
おらず、ドイツ法から得られた結果は、日本
法の今後の議論にとってインパクトを与え
るものである（この研究成果については、下
記［図書］②にて公表）。 
 
（２）親子関係の基礎づけとしての「意思」
の意義 
 生殖補助医療を利用する場合、たとえば、
第三者提供精子や代理懐胎を利用する場合
において、依頼者夫婦（の一方）における、
「親になる意思」がどのように位置づけられ
得るか、と言う点が問題となりうる。こうし
た法的親子関係における「意思」の位置付け
は、すでに親子関係法でも問題とされている。
具体的には、嫡出でない子の法的父子関係に
かかる認知制度と、養子制度が研究対象にな
る。 
 そこで、本研究では、ドイツ法を比較検討
対象とし、認知制度及び養子制度の検討を通
じて、法的親子関係における「意思」の位置
付けを検討した。さらに、第三者精子が提供
された場合に、依頼者夫婦の夫（法律上の父）
が、法的親子関係を争うことができるかどう
かに関するドイツ法の展開を分析した。当初、
ド イ ツ 連 邦 通 常 裁 判 所 の 判 例 （ BGH 
v.7.4.1983, BGHZ87, 169; BGH v. 12. 7. 1995, 
NJW 1995, 2921）では、精子提供による人工
受精に同意していた夫にも、否認権が認めら
れていた。これらの判例をめぐる議論からは、
法的親子関係における意思的要素を考慮す
るにあたり、その真意をいかに担保するべき 
か、また、意思的要素のみならず、実際に社

会的親子関係が形成され得る可能性をもあ
わせて考慮すべきではないか、といった日本
の認知制度にとっても有益な検討課題を導
くことができた。これまで認知の法的性質を
事実主義か意思主義かという二項対立図式
で考えていた日本法にとって、認知の意思的
要素の位置付けを明確にするために、上記の
ドイツ法の分析結果は非常に示唆に富む。し
かし、結局のところ、ドイツ法は、2002 年の
改正において、この場合における法律上の父
の否認権を排斥する立法改正を行った
（BGB1600 条 5 項）。この立法内容の分析する
にあたり、生殖補助医療の利用が問題となる
場面であることをどこまで強調すべきか、こ
の規定が法的親子関係の一般理論の枠組み
に対してどのような影響を与えるか、という
ことが重要な検討課題となった。日本法でも、
同様の点に留意しながら、AID が利用された
法的親子関係の成否に関する解釈論・立法論
を検討することが望ましいと考えられる（こ
の成果については、下記［雑誌論文］②にて
公表）。 
 
（３）法的親子関係における「子の利益」の
意味内容 
① 子の利益の内容・位置付け 
 法的親子関係の成否において、「子の利益」
「子の福祉」をいかに考慮するか、という点
が問題となる。 
 まず、ドイツ法の実親子関係法に関する通
時的研究を通じて、その「子の利益」の内容
理解や位置付けが多様であり、変遷している
ことが明らかとなった（下記［雑誌論文］①、
④、⑨）。これに対して、日本の現行法下で
の嫡出推定・否認制度や認知・認知無効制度
においては、子の利益の位置付け・意味内容
が曖昧なままとなっている。また、いわゆる
「嫡出推定の及ばない子」に関する最判平成
26年7月17日民集68巻6号547頁等の検討・
分析においては、「子の身分関係の法的安定」
が考慮されているものの、子自身が法的親子
関係を否定する利益は認められなかった。こ
のように、現行法下ではいまだ子の利益への
配慮が不十分であるため、立法論的対応が喫
緊の課題となっている（これについては、下
記［雑誌論文］⑤、⑦、⑧）。他方で、認知
無効に関する最判平成 26 年 1 月 14 日裁時
1595 号 1頁の検討によれば、嫡出子の場合と
異なり、子の身分関係の法的安定が考慮され
ていない。現行の日本法では、嫡出親子関係
か非嫡出親子関係かによって、子の利益への
配慮が大きく異なる。そのため、嫡出でない
子の場合にも、子の身分関係の法的安定を考
慮した認知無効の解釈・立法的手当てを行う
必要があると考えられる。もっとも、嫡出・
嫡出でない子については、婚姻家庭の存否の
有無によって親権等の効果が異なっている
点に鑑みれば、法的親子関係の成否で考慮さ
れるべき子の利益について、法的親子関係の
効果論もふまえた、親子関係法全体の再検討



をすすめていく必要があるであろう（この成
果に関連するものとして、下記［雑誌論文］
③、［図書］①がある）。 
 
② 自己の出自を知る権利の位置付け 
 さらに、生殖補助医療が用いられた場面で
は、とくに、子の自己の出自を知る権利の位
置付けが問題となる。本研究では、ドイツ法
の従来の判例・学説の整理・分析に加えて、
2015 年のドイツ連邦通常裁判所（BGH v. 28. 
01. 2015, NJW 2015 1098）の検討を通じて、
ドイツ法において自己の出自を知る権利が
有する意義をあらためて確認した。その上で、
ド イ ツ法で は 、出自 解 明請求 権 制 度
（BGB1598a 条）が導入されるなど、法的親子
関係と自己の出自を知る権利の関係性が検
討課題となっている。これに対して、日本法
では、いまだ自己の出自を知る権利について、
権利として承認すべきか、という点も見解が
一致していない。そのため、権利として承認
するとして、法的親子関係の成否との関係で、
その権利をいかに保障すべきか、という点に
ついても、十分な検討がなされていない。こ
れは、前述の最判平成 26 年 7月 17 日判決の
多数意見と反対意見の対立においても顕在
化していた問題である。DNA 鑑定の利用方法
そのものについても、日本法では十分な法的
対処がなされていない中で、自己の出自を知
る権利を承認することは、当事者間のプライ
バシー侵害や法的親子関係の不安定性をも
たらす危険性がある。そのため、DNA 鑑定等
の科学的証拠の利用にかかる手続上の整備
もふまえて、自己の出自を知る権利の意義と
位置付けについて慎重に考察をすすめてい
かねばならない。 
 
（４）今後の展望と検討課題 
 以上の研究成果をふまえて、今後の展望と
して、次の二点に言及しておく。 
① 行為規制ルール定立との関係性 
 生殖補助医療に関する法的親子関係の成
否を判断する上で、行為規制ルールの内容と
親子関係法との関係性が問題となりうる。も
っとも、行為規制ルールの整備が進まない日
本法の現状下では、本研究で得られた知見を
ふまえて、少なくとも、法的親子関係の成否
が問題となる場面については、積極的に解釈
論・立法論を明示することに一定の大きな意
義があると考えられる。 
② 法的親子関係法の一般法理 
 本研究において、生殖補助医療問題をふま
えて、法的親子関係の成否に関する一般法理
について立法論的対応も含めて、見直す必要
が明らかとなった。その際、子の利益や法的
親子関係の基礎づけ等の検討を通じて明ら
かとなったように、法的親子関係における法
的効果、具体的には親権等のあり方もふまえ
た議論を行う必要があると考えられる。 
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